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１．調査目的 

詳細環境調査は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48年法律第 117号）（以下「化

審法」という。）の優先評価化学物質のリスク評価等を行うため、一般環境中における全国的なばく露評価

について検討するための資料とすることを目的としている。 

 
２．調査対象物質 

2019年度の詳細環境調査においては、7物質（群）を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体との

組合せは次のとおりである。 

物質

調査

番号 
調査対象物質 

化審法指定区分注 1 化管法指定区分注 2、3 調査媒体 

改正前 改正後 2000年～ 2008年～ 
水

質 
底

質 

生

物 
[1] イソシアヌル酸     ○   

[2] 

環状ポリジメチルシロキサン類        

[2-1] オクタメチルシクロテトラシロキサ
ン 

 監視   注 4  ○ 

[2-2] デカメチルシクロペンタシロキサン     注 4  ○ 

[2-3] ドデカメチルシクロヘキサシロキサ
ン 

 監視   注 4  ○ 

[3] 
クラリスロマイシン及びその代謝物        

[3-1] クラリスロマイシン     ○   

[3-2] 14-(R)-ヒドロキシクラリスロマイシン     ○   

[4] 
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール  
（別名：BHT） 

第三種監視 優先評価  第一種 207 ○ ○ ○ 

[5] 
N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルア
ミド 

 優先評価   ○ ○  

[6] 

N,N-ジメチルアルカン-1-アミン=N-オキシ
ド類 

 

優先評価 

     

[6-1] N,N-ジメチルデシル-1-アミン=N-オキ
シド 

   ○   

[6-2] N,N-ジメチルドデシル-1-アミン=N-オ
キシド 

 第一種 166 第一種 224 ○   

[6-3] N,N-ジメチルテトラデシル-1-アミン
=N-オキシド 

   ○   

[6-4] N,N-ジメチルオクタデシル-1-アミン
=N-オキシド 

   ○   

[7] 

ビス (N,N-ジメチルジチオカルバミン
酸)N,N'-エチレンビス(チオカルバモイルチ
オ亜鉛) （別名：ポリカーバメート） 第三種監視 優先評価 第一種 250 第一種 329 

   

[7-1] N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸) ○   

[7-2] N,N-ジメチルジチオカルバミン酸 ○   

（注 1）「化審法指定区分」における「改正前」とは 2009年 5月 20日の法律改正（2011年 4月 1日施行）前の指定を、
「改正後」とは同改正後の指定をそれぞれ意味する。 

（注 2）「化管法」とは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（平成 11年法
律第 86号）をいう。以下同じ。 

（注 3）「化管法指定区分」における「2000年～」とは 2000年 6月 7日の政令制定時の指定を、「2008年～」とは 2008
年 11 月 21 日の政令改正後の指定をそれぞれ意味する。なお、それぞれの欄における数字は第一種指定化学物
質又は第二種指定化学物質としての政令番号を意味する。 

（注 4）[2] 環状ポリジメチルシロキサン類については、生物の他に水質においても 2019年度に調査を実施したが、分
析結果に疑義が生じており、2020 年度も調査を実施し、その結果を踏まえて 2019 年度の結果を採用するか改
めて判断することとしており、本書には掲載しないこととした。 

 
 
 

  




